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再々お問い合わせ 

 

従前ご連絡申し上げましたとおり、当団体は、その活動の一つとして、民間

における賃貸住宅契約に関して契約書内容等の調査を実施しているところであ

り、貴社に対する２０１２年９月２５日付「お問い合わせ」、２０１３年１月

２２日付「再お問い合わせ及びご依頼」に対してご回答をいただきましたこと

にお礼を申し上げます。 

 

さて、さる４月１２日の貴社との面談及びその後にご提出いただきました新

しい「入館契約書」・「賃貸借契約書」の各ひな形を検討いたしましたところ、

改めて下記ご質問事項について、貴社のご意見をお伺いしたく、９月２７日ま

でに書面にて回答いただきますようにお願いします。 

 

当団体は、本「お問い合わせ」については、お問い合わせを行っている事実

も含めて非公開にて行っておりますが、本「お問い合わせ」を機に貴社が当団

体とご協議いただき、その結果、契約書の改定等、一定の解決に至った場合に

は、解決に至った時点で、本「お問い合わせ」の内容及び解決結果のみを当団

体ホームページ等で公表させていただきます。 

 

記（質問事項） 

第１ 内容において消費者契約法との抵触が疑われる条項 

１ 入館契約書第１３条４項後段並びに賃貸借契約書第２４条９項後段 

 本条項において弁護士費用の負担を定めている点は、弁護士費用の負担をも
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求めることができる場合に限定して適用する趣旨であるとの貴社のご回答です

が、原則として、債務不履行による損害には弁護士費用等は含まれないと考え

られており（最高裁昭和４４年２月２７日第一小法廷判決・民集２３巻２号４

４１頁、最高裁平成２４年４月２４日第二小法廷判決・集民２４０号１１１頁

参照）、それにもかかわらず一律に賃借人に弁護士費用を負担させる本条項は、

上記各判例等に比して消費者である賃借人の義務を加重し、信義則に照らして

消費者の利益を一方的に害する条項と考えられます。貴社の負担すべき弁護士

費用を入館者ないし借主に負担させることができる場合とはいったい如何なる

場合なのか、貴社の見解をお聞かせ下さい。 

 

２ 賃貸借契約書第２４条２項（連帯保証人の責任の規定）について 

 貴社のご回答によれば、本条項は、連帯保証人の明渡義務を定めるものでは

なく、連帯保証人に問題解決に当らせるための条項であるとのことです。 

 連帯保証人は、滞納した室料等の支払義務はあるものの、荷物の引取りその

他一切の処置をなす権利も義務もないところ、「連帯保証人の責任」で「荷物

の引取りその他一切の措置をなす」と定める本条項は、連帯保証人の本来の権

利義務の範囲を超え、実質的に連帯保証人の明渡義務を定めているといえます。 

 そこで、この点につき再度貴社の見解をお聞かせ下さい。 

 

３ 入館契約書第１３条７項及び賃貸借契約書第２４条３項（残存物の処分の

規定）について 

本条項は、入館者ないし借主が所有物を不用品として残置した場合について

適用する趣旨であるとの貴社のご回答ですが、そうであれば、本条項で残置物

を「不用品とみなす」必要はないはずです。 

貴社のご回答を踏まえても、本条項は、入館者ないし借主の承諾なく残置物

を任意処分できる旨定めた規定としか読めず、消費者契約法８条１項３号によ

り無効となると考えます。 

そこで、この点についての貴社の見解をお聞かせ下さい。 

 

４ 入館契約書第１３条１１項（入居前解約による違約金）について 

⑴ 本条項の内容 

本条項は、入居となる４月より前に解約した場合、解約の時期に応じて違

約金の額を定め、例えば２月に解約した場合は５０万円、３月に解約した場

合には１年分の館費等相当額を違約金として支払うことを約するものです。 

⑵ 入居前解約の事由 

まず、本契約の入居前解約は、ほとんどの場合入居者側の事情の変更等に
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よるものと思われますが、同事情変更の多くは入学先や進路の変更等、学生

である入居者の教育内容に関連するものと推測できます。教育を受ける権利

を保障している憲法２６条１項の趣旨や教育の理念にかんがみると、大学と

の間で在学契約等を締結した学生が、当該大学において教育を受けるかどう

かについては，当該学生の意思が最大限尊重されるべきとされます（最高裁

平成１８年１１月２７日第二小法廷判決・民集６０巻９号３４３７）。 

貴社自身学生を本物件の入居対象者とし、かつ実際にほとんどの場合、学

校への通学のために入居契約を締結している以上、本契約は在学契約と密接

な関連を有する契約といえます。したがって、本契約の解約にあたっても、

学生の教育を受ける権利を尊重し、高額の違約金が理由となって学生の進学

先の選定を事実上制約するなど、「学生の大学選択に関する自由な意思決定」

（前記最判）を不当に制限することのないよう配慮が必要であることはいう

までもありません。 

⑶ 再契約の可能性について 

貴社によると、本契約の対象物件は学生マンションという特質から、年度

途中での入居は極端に少なく、２００７年度から２０１１年度までの５年間

で、入居前の解約申入れのあった１２件は、いずれも空室のまま、翌年度ま

で入館者を確保することができなかったとのことです。 

しかしながら、貴社によると、同物件の４月までの成約件数は、一般入試

の学生が最終的に進路を決定する時期である３月に第２のピークを迎えてい

ます。したがって、入居前解約物件についても、他の契約者との契約可能性

は相当程度存在するといえますし、仮に再契約が困難であったとしても、そ

れは、当該貸室がすでに契約済みであったことによって他の契約者との契約

機会が失われたことが原因ではないと思われます。従って、入居開始数カ月

前の解約にまで違約金を徴収しなければならないほどの損害が発生するとも

理解し難いところです。 

また、入学後の学生であっても、年度途中に下宿を開始したり、下宿先を

変更するなどの需要もあり、企業努力によってカバーできる部分もあるとい

えます。とすれば、たとえ直近の解約であっても、貴社に５０万円あるいは

１年分の館費等相当額の損害が「平均的」に発生するとも理解し難いものが

あります。 

⑷ 以上のとおり、本条項は入居前解約した消費者に空室リスクを一方的に負

担させる一方で、反対給付の提供がない場合にも、高額の、あるいは履行利

益のほぼ全額を貴社が利得するものです。これは、解約により貴社に平均的

な損害を超える利得を認めるもので、消費者契約法９条１号により無効とさ

れるべきではないかと考えます。 
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  あらためて、本条項の効力に関する貴社の見解をお聞かせ下さい。 

 

５ 入館契約書第１０条２項及び賃貸借契約書第１５条２項（敷金返還の留保

の規定）について 

 電気料金、水道料金、室内専用電話料金は貴社が支払った上で、入館者ない

し借主との間では４カ月に１度清算しているとの貴社のご回答ですが、そうで

あるならば、これら料金の未払は貴社自身が把握しているものであり、入館者

ないし借主に領収書の提示を求めるまでもなく、退館時に貴社が把握している

未払金があればその範囲で敷金等を速やかに充当し敷金等の残額を速やかに入

館者ないし借主に返金すべきです。 

 また、貴社の回答によっても、少なくともガス料金については入館者ないし

借主がガス供給会社に直接支払うものであり、そうであればガス料金は敷金等

返還請求権と同時履行の関係とはならず、ガス料金の未納が敷金返還を留保す

る根拠とはなりえません。 

そうであるならば、貴社のご回答を根拠としてもなお本条項は、民法５３３

条及び判例よりも消費者である入館者ないし借主の権利を制限するものであり、

消費者契約法１０条により無効となりうるものと思われます。 

そこで、この点について再度貴社の見解をお聞かせ下さい。 

 

第２ 表現において消費者契約法との抵触の疑いのあるもの 

１ 入館契約書第６条３項及び賃貸借契約書第１９条３項（明渡し時に発見し

た損傷の賠償の規定）について 

 貴社のご回答によれば、本条項における「明渡し時に発見した損害」とは、

入館者ないし借主の責めに帰すべき事由により生じた損傷を意味するものとの

ことですが、規定文言からはそうとは読み取れず、入館者ないし借主の責めに

帰さない事由により生じた損傷まで含むとの誤解を招くおそれのある規定です。 

 そこで、本規定について、上記の誤解を生じさせないようにするため、貴社

の運用に沿うべく、「乙の責めに帰すべき損傷」などの表現に変更すべきと思

われますが、この点について貴社の見解をお聞かせ下さい。 

 

２ 入館契約書第６条５項、６項及び賃貸借契約書第１９条５項（貸室内の修

理費用等の負担の規定）について 

 貴社のご回答によれば、本条項は、通常使用による損耗を超え、又は、入館

者ないし借主の責めに帰すべき事由により修理等を必要とする場合に限定して

いるとのことですが、規定文言だけではそうとは読み取れず、入館者ないし借

主の負担すべきでない修理費用まで負担しなければならないとの誤解を招くお
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それのある規定です。 

 そこで、本規定についても、貴社の運用に沿うべく、「通常損耗を除き」と

の文言を挿入するなどの表現に変更すべきと思われますが、この点について貴

社の見解をお聞かせ下さい。 

 

３ 入館契約書第８条２項及び賃貸借契約書第８条２項（原状回復の規定）に

ついて 

 本条項は、貴社が原状回復を不要と判断した場合の規定であるとの貴社のご

回答ですが、規定上は貴社が原状回復を「希望しない場合」と規定されていま

す。 

 貴社が原状回復を「不要」と判断する場合とは、本来入館者ないし借主に原

状回復義務があるところ、その義務を免除する場合であるのに対し、貴社が原

状回復を「希望しない」と判断する場合とは、入館者ないし借主の原状回復義

務を免除する場合を包含するとはいえるものの、さらに、入館者ないし借主の

収去権等の権利がある場合にその権利の行使を制限する場合も包含する表現で

あり、「乙は甲に何等請求しないものとします。」との規定とあいまって、本

条項は入居者ないし借主の収去権等の行使を制限する規定であるとも読める規

定です。 

 そこで、本規定について、入館者ないし借主の収去権や有益費償還請求権又

は造作買取請求権を制限するものではなく、貴社が原状回復を不要と判断した

場合に限定しているなど、貴社の運用に沿った表現に変更すべきだと思われま

すが、この点について貴社の見解をお聞かせ下さい。 

 

４ 入館契約書第９条３項及び賃貸借契約書第１３条２項（中途退館申入の撤

回等の禁止の規定）について 

 本条項は、意思表示に瑕疵・欠缺がある場合の取消等は含まないとの貴社の

ご回答ですが、一般の消費者であれば、中途退館ないし解約の申入れの取消等

を一切排除されるものであると誤解する可能性はあります。 

 そこで、このような誤解を生じさせないようにするために、貴社の運用に沿

うべく、「意思表示に瑕疵・欠缺がある場合を除き」との語句を挿入するなど

変更すべきと思われますが、この点について貴社の見解をお聞かせ下さい。 

 

５ 入館契約書第１０条５項及び賃貸借契約書第１５条５項（立退料等の請求

の規定）について 

本条項が、貴社の理由による解約等の場合に適用する趣旨ではなく、また、

入館者ないし借主の貴社に対する損害賠償を禁止するものではないとの貴社の
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ご回答ですが、その点本条項には何ら明記されておらず、「一切の」との文言

から誤解を生じかねない条項と思われます。 

 そこで、誤解を招かないように貴社の運用に沿った表現に変更すべきと思わ

れますが、この点について貴社の見解をお聞かせ下さい。 

 

６ 入館契約書第１２条２項（支払済の室料等の返還の規定）について 

 本条項における支払済の室料等とは、１２条１項による契約終了時までの期

間を対象とするとの貴社のご回答ですが、貴社は、年払いや６カ月払いといっ

た方法により室料等を前払いで領収することもあり（入館契約書第３条１項）、

支払済の室料等とは、たとえ本条項が１２条１項を前提とするものであったと

してもこの前払いで支払った室料等を意味するとの誤解を生じさせる条項とい

えます。 

 そこで、本条項を貴社の運用に沿うべく、「契約終了までの間の使用に対す

る室料」などの表現に変更すべきものと思われますが、この点について、貴社

の見解をお聞かせ下さい。 

 

７ 賃貸借契約書第１７条３項（賃貸人の管理義務違反の損害賠償請求の規定）

について 

 本条項は、貴社に責任がある場合の、借主から貴社に対する請求を排除する

趣旨ではないとの貴社のご回答ですが、借主は、貴社に責任がある場合にも貴

社に対し一切の請求ができないとの誤解を生じうる規定と思われます。 

したがって、貴社に責任がある場合までをも含むものではない旨明記すべき

と思われますが、この点について貴社の見解をお聞かせ下さい。 

以上 


